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監査公表第   ７  号 

 

 地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 199条第７項の規定に基づく監査を実施したので、

同条第９項の規定に基づき、財政援助団体等監査の結果を下記のとおり公表する。 

 

 

平成 29年(2017年)７月 27日 

 

 

          湖南市監査委員   渡 邊 悦 夫 

                          同     望 月  卓 

 

財政援助団体等監査結果 

 
 

第１ 監査の種類 

   
   随時監査（財政援助団体等監査） 

 

第２ 監査の対象 

 
   ①  体育協会補助金                生涯学習課 

   ② 国際協会運営事業補助金            人権擁護課 

   ③ 老人クラブ活動費等補助金            高齢福祉課 

   ④ 家族会開催支援事業補助金           高齢福祉課 

⑤ 人間ドック・脳ドック補助金          保険年金課 

⑥ 社会福祉協議会事業補助金           社会福祉課 

⑦ 社会福祉協議会職員給与補助金         社会福祉課 

   ⑧ 居住環境改善事業補助金            土木建設課 

⑨ 農業振興関係事業補助金            産業立地企画室 

⑩  農業振興関係事業補助金            農林保全課 

⑪  森林整備関係事業補助金            農林保全課 

⑫  観光協会補助金                商工観光労政課 

⑬  婚活事業補助金                商工観光労政課 
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第３  監査の期間 

    
平成 29年 5月 22日・5月 23日 

 

第４ 監査の方法 

  
本監査は、平成28年度における補助事業等から抽出した上記事業について、

当該事業の執行が湖南市補助金交付規則又は各補助金交付基準等の規定に従

い適正に処理されているかを次の点に着眼し監査を実施した。 
    

(1) 補助の目的・基準は、規則・要綱等により明確に定められているか。 

   (2) 補助団体に対する指導・監督は適切に行われているか。 

   (3) 補助金の交付手続きは適正に行われているか。 

   (4) 補助事業は目的に沿って、適正かつ効率的に執行されているか。 

   (5) 補助金に関わる収支の会計処理は適正に行われているか。 

 

第５ 監査の結果 

 

   ① 体育協会補助金＜生涯学習課＞ 

     (1) 補助金の目的 

              スポーツを振興し市民の心身の健全な発達と、健康で明るい豊かな 

まちづくりの形成に寄与することを目的としている。 

    (2) 補助対象団体 

        湖南市体育協会 

    (3) 補助金交付額 

         8,601,049円 

(4) 監査の結果 

       事務の執行にあたっては、適正に処理をされているが、事業費の支出

が 20部あり各部によって支出方法が異なっている。「湖南市体育協会会

則」等にもその支出に関する定めがないので、各部に対する支出の方法

を会則等で明記するよう指導されたい。 

 

   ② 国際協会運営事業補助金＜人権擁護課＞ 

(1) 補助金の目的 

        市民を主体とした幅広い多文化共生活動を推進し、湖南市における 

多文化共生社会の創造に寄与することを目的として設立された団体の 

活動に対し、交付する。 
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    (2) 補助対象団体  

        湖南市国際協会 

(3) 補助金交付額 

         6,585,000円 

 (4) 監査の結果 

         事務の執行にあたっては、適正に処理をされている。 

 

③ 老人クラブ活動費等補助金＜高齢福祉課＞ 

(1) 補助金の目的 

        湖南市老人クラブ連合会の活動に対して交付し、高齢者の生きがいや 

健康づくりを推進し、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上を目指す。 

    (2) 補助対象団体       

    湖南市老人クラブ連合会 

(3) 補助金交付額 

     3,741,660円 

（4） 監査の結果 

       事務の執行にあたっては、適正に処理をされている。 

 

④ 家族会開催支援事業補助金＜高齢福祉課＞ 

(1) 補助金の目的 

        高齢者（第 2号被保険者を含む）を介護している家族の福祉の増進を 

図る。 

    (2) 補助対象団体 

        社会福祉法人近江ちいろば会（いこい） 

        他 7施設 

    (3) 補助金交付額 

         240,000円 

(4) 監査の結果 

       事務の遂行にあたっては、おおむね適正に処理されているが、回議書 

       の執行日と交付決定日が違っているので注意すること。 

    

⑤ 人間ドック・脳ドック補助金＜保険年金課＞ 

(1) 補助金の目的 

湖南市国民健康保険被保険者を対象に、生活習慣病などの疾病の早期 

発見・早期治療を促進するため、検診を受けたものに対して検診費用の 

一部を助成する。検診を促すことにより医療費の抑制を図る。 

    (2) 補助対象者 

国民健康保険被保険者 144名 



 

4 

 

    (3) 補助金交付額 

         2,624,800円 

(4) 監査の結果 

       事務の執行にあたっては、適正に処理されている。 

 

⑥ 社会福祉協議会事業補助金＜社会福祉課＞ 

(1) 補助金の目的 

         社会福祉協議会の運営並びに地域福祉活動に係る事業費および人件費 

補助を行い、適正かつ安定的な運営・活動を促進する。  

(2) 補助対象団体 

       （社福）湖南市社会福祉協議会 

    (3) 補助金交付額 

         4,369,000円 

(4) 監査の結果 

        事務の執行にあたっては、適正に処理されている。 

 

⑦ 社会福祉協議会職員給与補助金＜社会福祉課＞ 

(1) 補助金の目的 

              社会福祉協議会の運営並びに地域福祉活動に係る事業費および人件費 

の補助を行い、適正かつ安定的な運営・活動を促進する。  

    (2) 補助対象団体 

              （社福）湖南市社会福祉協議会 

    (3) 補助金交付額 

         46,022,419円 

(4) 監査の結果 

事務の執行にあたっては、適正に処理されている。 

 

⑧ 居住環境改善事業補助金＜土木建設課＞ 

(1) 補助金の目的 

区・自治会が管理する道路(私道含む)、水路等の整備について、その 

事業等に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付し、居住

環境の改善を図るものとする。 

     (2) 補助対象団体 

        正福寺区 区長 青木満寿雄      

    (3) 補助金交付額 

         731,770円 

(4) 監査の結果 

事務の執行にあたっては、おおむね適正に執行されているが、当初 2
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区交付手続きが完了しており、年度末になって 1区変更で事業を中止さ

れているが、中止内容が「地元での調整に不測の日数を要した」とある

ので、補助対象事業とする時には十分地元に説明をし、年度末間際で事

業が中止にならないよう指導されたい。 

 

    ⑨ 農業振興関係事業補助金「産業立地企画室」 

(1) 補助金の目的 

市農業の安定と発展を図るため、担い手の育成や農業経営の改善、新 

たな農業への取り組みに対し補助金を交付する。 

    (2) 補助金名称・補助対象団体等及び交付額 

        ・青年就農給付金 徳田 浩義 他 1名          2,250,000円 

        ・集落営農法人化支援事業費補助金 

          農事組合法人平松ファーム 代表理事 千代茂喜   400,000円 

               ・農地集積協力金  

          農事組合法人はり営農 代表理事 黄瀬 昇       3,188,775円 

        ・たんぼのこ体験事業補助金 下田小学校 他 8校     720,000円 

        ・親と子のおにぎり体験事業 

          農事組合法人はり営農 代表理事 黄瀬 昇       180,000円 

        ・農業生産振興対策事業補助金 吉田 博司 他 8名(社) 1,780,000円 

        ・農業振興協議会補助金  

湖南市農業振興協議会 会長 千代 茂喜      450,184円 

        ・農業経営基盤強化資金利子助成金 

          滋賀県信用農業協同組合連合会 代表理事 西橋 利三 他 2名 

  25,680円 

               ・湖南市野菜等園芸作物生産拡大事業補助金 

          彩善株式会社 代表取締役 井上 英久 他 8名(社) 1,300,000円 

        ・農業振興地域業務補助金 

          甲賀農業協同組合 代表理事組合長 山田嘉一郎   95,000円 

     (3) 監査の結果 

       事務の遂行にあたってはおおむね適正に処理されているが、補助団体 

の決算書が会計年度途中の日付で記載されており、会計年度終了以降の

日付で提出するよう指導されたい。 

 

                   ⑩ 農業振興関係事業補助金＜農林保全課＞ 

 (1) 補助金の目的 

野洲川に飛来する異常繁殖したカワウによる魚類への食害を防止する 

ため、それらの事業に要する経費について補助する。 

 



 

6 

 

     (2) 補助金名称・補助対象団体 

・カワウ被害防除対策事業補助金 

          野洲川漁業協同組合 代表理事組合長 神田泰男 

    (3) 補助金交付額 

         150,000円 

(4) 監査の結果 

事務の執行にあたっては、おおむね適正に処理されている。 

 

⑪ 森林整備関係事業補助金＜農林保全課＞ 

(1) 補助金の目的 

     湖南市における森林・林業の振興を図るため、森林整備事業を実施す

るに当たり適当と認められる者に対し、それらの事業に要する経費につ

いて補助する。 

(2) 補助金名称・補助対象団体等及び交付額 

    ・里山保全基盤整備事業補助金   

          三雲生産森林組合 組合長 石橋 芳秋       450,000円 

          正福寺生産森林組合 組合長理事 青木 八州男   335,000円 

          夏見生産森林組合 組合長 今村 信二         155,000円 

          東寺生産森林組合 組合長理事 吉川 哲      295,000円 

          西寺生産森林組合 組合長 山川 修        267,830円 

          菩提寺生産森林組合 組合長 谷口 健次      280,000円 

          岩根花園区 区長 林 茂夫            90,000円 

          吉永区   区長 園部 俊治           115,000円 

         ・森林ボランティア活動事業 

          みどりのバトンタッチ 会長 西村 喜平       90,000円 

    ・地域森林造成推進事業 

     滋賀中央森林組合 代表理事組合長 松山 正巳   638,000円 

(3) 監査の結果 

事務の執行にあたっては、おおむね適正に処理されているが、一部の

団体において備品の購入をされており、備品の耐用年数と事業の継続の

年数が明確でないので、補助対象で購入できるもの等を明記するなどし

て補助金申請をされる関係者に周知されたい。 

 

⑫ 観光協会補助金＜商工観光労政課＞ 

(1) 補助金の目的 

湖南市の有する観光資源の魅力を引き出し、その質の向上を図り、観

光客の誘致促進により地域経済の活性化に結び付けることを目的として

行う事業に対し交付する。 
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    (2) 補助対象団体 

       （一社）湖南市観光協会 代表理事 上西 宗市 

    (3) 補助金交付額 

          19,500,000円  

(4) 監査の結果 

事務の執行にあたっては、適正に処理されている。 

 

⑬ 婚活事業補助金＜商工観光労政課＞ 

(1) 補助金の目的 

湖南市の少子化対策の一環で、結婚に対する取り組みとして、独身の 

男女に出会いの場を提供する事業や結婚を推進する事業の実施と、湖南 

市の魅力のＰＲと市内に住みたくなる温かい社会づくりを行う。 

    (2) 補助対象団体 

こにゃん支え合いプロジェクト推進協議会 

    (3) 補助金交付額 

         1,600,000円 

(4) 監査の結果 

事務の執行にあたっては、適正に処理されている。 

 


